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仮想通貨に関する課税関係（法人税）

1．改正の概要
法人が期末に保有する仮想通貨の評価方法及び仮想通貨を譲渡した場合の譲渡原価の算出方法等について、
下記の改正が行われる。

2．適用時期
2019年4月1日以後に終了する事業年度

（2）譲渡原価の算出方法

仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法
又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。

（3）譲渡損益の計上時期

法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上する。

（4）みなし決済

法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した
損益相当額を計上する。

3．実務上の留意点
2019年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、仮想通貨を会計上時価評価していない

場合には、上記1．（1）及び（4）を適用しないことができる経過措置が講じられる。

（1）評価方法
企業会計基準委員会（ASBJ）より2018年3月に公表された「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」において

会計上の取扱いが決まったことに伴い、法人税法においても、期末に保有する仮想通貨の評価方法が以下のとおり定められる。

（※ 2） 期末における処分見込価額が取得原価を下回る場合に、当期処分見込価額を貸借対照表価額とする方法。

（※ 3） 改正案において評価方法について言及がないため、法人税法の評価損益不算入の原則により原価法となる。

（※ 2）

会計上 法人税法上

 活発な市場が存在する仮想通貨 時価法 時価法

 活発な市場が存在しない仮想通貨 切放し低価法 原価法 （※ 3）

（※ 1）

（※1） 帳簿価格と期末時点の時価との差額について評価損益を計上する方法。

（※ 1）
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